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Ⅲ 集 落 営 農 の 部

解 説

この部には、「集落営農実態調査」による集落営農に

関する統計を掲載した。

１ 調査の概要

(1) 調査の目的

この調査は、集落営農について、全国統一的な基

準により集落営農の数及び取組状況等を把握し、集

落営農の育成・確保等に係る施策の企画・立案、推

進、評価等に必要な資料を整備することを目的に実施

した。

(2) 調査の時期

毎年２月１日現在

(3) 調査の方法

全国の市区町村（直近の農林業センサスにおいて

耕地の存在が認められなかった市区町村を除く。）を

調査対象として、調査票を郵送により配付し政府統計

共同利用システム、郵送又はファクシミリにより回収す

る自計申告調査の方法で実施した。

２ 用語の解説

この調査における集落営農とは、「集落」を単位とし

て注１）農業生産過程における一部又は全部について

の共同化・統一化に関する合意注２）の下に実施される

営農（農業用機械の所有のみを共同で行う取組及び

栽培協定又は用排水の管理の合意のみを行うものを

除く。）をいう。

注１）「集落を単位として」

集落営農を構成する農家の範囲が、一つの農業

集落を基本的な単位としていること。

例外として、他集落に属する少数の農家が構成農

家として参加している場合や、複数の集落を一つの

単位として構成する場合を含む。

なお、集落を構成する全ての農家が何らかの形で

集落営農に参加していることが原則であるが、集落内

の全ての農家のうち、おおむね過半の農家が参加し

ている場合はこれを含む。

また、大規模な集落の場合で、集落内に「組（く

み）」など、実質的に集落としての機能を持った、より

小さな単位がある場合は、これを集落営農の単位と

する。

注２）「農業生産過程における一部又は全部について

の共同化・統一化に関する合意」

集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形

態、農地の利用計画、農業用機械の利用計画、役員

やオペレーター等の選定、栽培方法等、集落として

まとまりを持った営農に関するいずれかの事項につ

いて行う合意をいう。

具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っ

ているものをいう。

(1) 集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみの

まとまった営農計画などに基づいて、集落営農に

参加する農家が共同で利用している。

(2) 集落で農業用機械を共同所有し、集落営農に参

加する農家から基幹作業の委託を受けたオペレー

ター組織等が利用している。

(3) 集落の農地全体をひとつの農場とみなし、集落

内の営農を一括して管理・運営を行っている。

(4) 認定農業者、農業生産法人等、地域の意欲ある

担い手に農地の集積、農作業の委託等を進めな

がら、集落ぐるみでのまとまった営農計画などによ

り集落単位での土地利用及び営農を行っている。

(5) 集落営農に参加する各農家の出役により、共同

で（農業用機械を利用した農作業以外の）農作業

を行っている。

(6) 作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を

行っている。

ただし、以下に該当する取組のみを行う組織に

ついては、集落営農組織には含まない。

① 農業用機械の所有のみを共同で行う取組。

② 栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組。


